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　○　いじめ対策委員会を中心に組織的に対応する。（未然防止、早期発見、認知と対応、早期解決）
　○　迅速かつ丁寧な対応、情報の収集と共有、方針の決定と周知を心がけて対応する。
　○　重大事態やネットいじめについては、関係諸機関とも連携し、慎重に対応する。

組織的対応　　　　　

事実確認 　相談・訴え 　　　事実確認 　　　相談・訴え

加害者

いじめ・からかい・暴力

被害者

傍観者

面談、アンケート

生徒・教員・保護者

学級担任・年次・部活動顧問・支援教育部・養護教諭

校長・教頭 県教育委員会生徒指導部

初期対応

聞き取り・事実確認

＜関係諸機関＞

・警察

・高等学校教育課

青少年相談支援班

・県立教育センター

・児童相談所

生徒指導部

支援教育部

職員研修会

【いじめ対策委員会】
◎校長 ○教頭 教務主任

生徒指導主事 年次主任 養護教諭

特別支援教育コーディネーター

＜関係諸機関＞

・与板警察署（0258-72-0110）

・柏崎警察署（0257-21-0110）

・柏崎市元気館子育て支援センター

（0257-20-4210）

・長岡児童相談所（0258-35-8500）

・中央児童相談所（025-381-1111）

重大事態

被害者への対応
○支援教育部

加害者への対応
○生徒指導部

・支援教育部

・年次 ・学級担任

傍観者への対応
○生徒指導部

・支援教育部

・年次 ・学級担任

保護者への対応

説明会
○校長・教頭

・生徒指導部

・年次 ・学級担任

マスコミ

への対応
○校長・教頭

職員会議

再発防止・未然防止

継続的な対応


